
 

 

 

 

秋津川小学校・中学校新入生のお知らせ 
  

  ご入学おめでとうございます 

 ４月８日（火）に小・中学校で入学式が行われる予定です。 

  新入生は期待と不安を胸に新しい学校生活をスタートさせます。 

 地域の皆様におかれましては、本年度も温かい気持ちで子どもたちを見守ってい

ただきますようお願いいたします。 

 

 

  秋津川小学校 １名 

  秋津川中学校 １名 

秋津川公民館報 
館長 赤松 正和 主事 山根木 大輝  

電話 35-1022 ＦＡＸ 35-0569（上秋津農村センター内） 

秋津川公民館区 人口及び世帯数（令和７年２月末現在） 

人口 553人 男性 258人 女性 295人 289世帯 

令和７年 

４月号 

秋津川町内会よりお知らせ 
 

 色とりどりの花が咲きそろう季節となりました。 
 

●令和７年度の町内会総会を４月12日(土)に予定しています。 

 多数の皆さんのご参加をお待ちしております。ご都合がつかない方は、別紙の委

任状を班長または区長まで提出下さいますようお願いします。 

 

●令和７年度の班長さん、一年間どうぞよろしくお願いします。 

 お忙しい中恐縮ですが、広報等配布物は毎月５日までを目途に各ご家庭にお届け

くださいますようお願い申し上げます。 

 

●80歳以上の一人暮らしの方または、80歳以上の方だけでお暮らしのご家庭を対象

にお宅訪問をしています。 

 古紙・アルミ缶等の回収もさせていただいています。 

 今年度訪問させていただいたご家庭以外に該当する方は、区長までお申し出くだ 

 さい。 

移動図書館 やまびこ号  

４月22日（火） 午前10時30分～11時   

場 所：秋津川小学校 

 大雨警報・洪水警報・暴風警報・津波警報のいずれかが発表されている場合は巡回を中

止することがあります。 

 また、津波注意報でも巡回を中止することがあります。 

春まつりが開催されました！ 
 

 ３月23日（日）、道の駅紀州備長炭記念公園で秋津川振興会主催の「春まつり」

が開催されました。当日は、備長炭窯出し体験、茶がゆのふるまい、野菜などの販

売や屋台もたくさん出店し、多くの方がご来場しました。 

 午後１時からは、発見館の中で秋津川炭琴サークルによる炭琴ミニコンサートも

開催され、綺麗な音色で来場された方をおもてなししました。 

 最後には盛大に餅まきも行われ、会場はとても盛り上がりました。 

 関係者の皆様、お疲れ様でした。 

 

備長炭窯出し体験の様子 



 

 

４月の古紙回収日（毎月第２・４火曜日） 
 

４月８日（火）、22日（火） 
 

 ◆回収日の午前８時30分～正午までに、秋津川連絡所前に出してください。 

 ◆雑誌・新聞・ダンボールの３種類に分け、必ず紙ひもで縛ってから出してく 

 ださい。 

・交 付 要 件 
 市内に住所を有する世帯の世帯主が、市内の販売店から処理機器を購入 

 し、市内に設置する場合。（通信販売、ネット販売は対象外） 

・補 助 金 額 
 本体価格（購入価格から消費税及び配達料等を除く額）の２分の１以内 

 で、上限は２万円（100円未満は切捨て） 

・補助対象個数  １世帯あたり 電気式生ごみ処理機器１基（生ごみ堆肥化容器２基まで） 

・申 請 期 間 
 令和８年３月中旬頃まで 

 ※予算枠に達した時点で終了とさせていただきます。 

 

生ごみ処理機器の購入費一部補助について 

 各家庭から出る生ごみの減量に取り組み、再利用するため

に、各種生ごみ処理機器を購入する場合、購入費の一部を補

助します。 

  補助を受けようとする方は、処理機器を購入する前に申込

用紙に必要事項を記入の上、廃棄物処理課まで提出してくだ

さい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 ■申請用紙 

  市役所（総合案内３階）、各行政局、各連絡所、各コミュニティセンター、 

 廃棄物処理課（田辺市ごみ処理場）に備えています。 

  田辺市ホームページ内「生ごみ処理機器の購入補助について」からも取得で 

 きます。 

 ■提出先 

  〒646-0053 元町2291-6 田辺市廃棄物処理課（田辺市ごみ処理場）まで。 

  郵送も可能です。 

 

令和７年度狂犬病予防集合注射の日程について 

 秋津川地区の狂犬病予防集合注射日程は以下のとおりです。 

  ■日  時：令和７年４月18日（金） 13:40 ～ 13:55まで 

  ■場  所：秋津川連絡所前 

  ■お問合せ：田辺市健康増進課 庶務係 電話：26-4901 

明るい笑顔街いっぱい運動 

５月１日（木） 
 

登校時間に通学路や自宅前で、子どもたちに「おはよう」の一声をかけて 

いただきますよう、皆さんのご協力をお願いします。 

※日程が変更する可能性もございますので、ご了承ください。 

 

備えて安心！家が被災したとき 
 

 もし災害で住まいが被害を受けたときは、家の片付けや修理をする前に、家の被

害状況が分かるように写真を撮っておくようにしましょう。 

 被害状況の写真は、災害による住宅の被害の程度を証明する「り災証明書」（支

援金の受取りや仮設住宅への入居申請などの際に必要）による支援を受ける場合や

損害保険を請求する際など、大変役に立ちます。 

 スマートフォンのカメラでも何でも構いませんので、被害状況の写真をできるだ

けたくさん撮っておくようにしましょう。 

 撮影の際は、必ずご自身の安全を確保できている状態で、無理のない範囲で行っ

てください。 

【出典】内閣府リーフレット「住まいが被害を受けたとき最初にすること」 


